
基安発 0330第 37号

平成 28年 3月30日

公益社団法人全日本病院協会会長殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

（公印省略）

平成 27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚

く御礼申し上げます。

さて、「化学物質のリスク評価検討会」において、平成 27年度リスク評価対象物質であ

る、アクリノレ酸メチノレ、アセトニトリル及びイプシロンーカプロラクタムの 3物質につい

て初期リスク評価を行い、今般その報告書を取りまとめたところです。

本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のどおり労働者の健康障害防止対策

について取りまとめましたので、貴団体の傘下事業場に対し周知くださいますよう、お願

い申し上げます。

また、検討会報告書の概要を別添として添付するとともに、報告書全文（本文及び別冊）

を厚生労働省のウェブサイト（http://www.mhlw.go, jp/stf/shingi2/0000114676.html) 

に掲載していますのでお知らせします。

記

1 初期リスク評価を行った物質について

( 1 ）高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について

アクリノレ酸メチノレ及びアセトニトリノレについては、 リスク評価の結果、一部の事

業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、今後、引き続き詳細

リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリスクの高い作業工程

を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討するこ

ととしていること。

( 2）リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について

イプシロンーカプロラクタムについては、初期リスク評価の結果、事業場lこおい

て一般的に適切な管理がなされている場合、リスクは低いことが確認されたため、

詳細リスク評イ岡を行わないこととしたこと。

2 今回の初期リスク評価を行った物質に係る留意事項について

今回の初期リスク評価を行った 3物質は神経毒性を有する等、有害性の高い物質であ

ることから、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法Jとし1う。）第 28条の



第 1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果

に基づき、労働安全衛生規員リ（昭和 47年労働省令第 32号）第 576条、第 577条、第 593

条及び第 594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、また、平成 28年6月1日以

降は、労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 82号）による改正後の

法第 57条の 3等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。



（別濡）

化学物質のリスク評価検討会報告書（平成27-年鹿第2囲）の

概要及び今後の対応

1 初期リスク評価対象物質

神経毒性等の有害性があるとされている次の物質

．アクリル酸メチル

・アセトニトリル

－イプシ口ンー力プ口ラクタム

2 リスク評価の手法

リスク評価は、「有害性の評価」と「ぱく露の評価Jから行われる。

( 1 ）「有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程

度などを把握し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、労働者が勤労生

涯を通じてその物質に毎日さらされた場合に健康に悪影響が生じるぱく露限界

値（「評価値J）を設定する。

( 2）「ぱく露の評価Jは、「有害物ぱく露作業報告J（労働安全衛生規則第 95条の6

の規定に基づく報告）の提出があった事業場に対して実態調査を行い、それによ

り得られた労働者のばく露測定結果からぱく露濃度を算出する。

( 3）有害性の評価から得られた「評価値」と、ぱく露の評価から得られた「ぱく露

濃度Jを比較することにより、労働者の健康障害の生じるリスクの高低を判定す

る。



3 リスク評価の結果及び今後の対応

3物質についてリスク評価を行ったところ、下記のような評価結果となった。ま

た、この結果を踏まえて、下記l乙示すとおり今後の対応を行っていく。

物質名 評価結果の概要 今後の対応

0アクリル酸メチル

関存なG今係政リ後事指えt業識合詳者管を細に理行り対をうえし行k ウ、l自主
0アセトートリル 的 うよ

らlこ う とも
あり 1:1 評価

明ら を実施する。 J

業を進者

0イプシ口ンーカプ ばく露の測定結果から、リス 関係事業者に対し、自主

口ラクタム クは低いと考えられるが、有害 的なリスク管理を行うよ
性の高い物質であることから、 う行政指導を行う。
関係事業者による自主的なリス
ク管理を進めることが適当であ
る。

く添付資料〉

Q!ijlJ紙1 リスク評価対象物質（3物質）に関する情報

O見I］紙2 化学物質のリスク評価検討会参集者名簿及び開催経緯
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（別紙2）検討会参集者名簿及び開催経緯

1 化学物質のリスク評価検討会参集者名簿

両首緩急 o京都大学名誉教授
えま まこと

江馬 員 轍国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門招鴨研究員
えんどう よう

圏藤 陽子 O独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院産業中毒センター長

鶏縫 鍋慶慮義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授
おじま じゅん

小嶋 純 O独立行政法人労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ上

席研究員

長長i箕諸 鞠中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長

語通；件 轡聖マリアンナ医科大学医学部予防医学教室教授

雇通話接 o独立行政法人労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ

上席研党員

キ長賞 轡千葉大学大学院薬学研究院遺伝子薬物学講座教授

j詰洋室 鞠名古屋市立大学特任教按

。各最長 ~~主 o 早稲田大学理工学術院教授
詰rn報量 韓国立医薬品食品衛生研究所安全性生物関食研究センター長

積 主i渓 o帝京大学大学院公衆衛生研究科教授

苦rn崇芝 骨帝京大学医療技術学部教授

(50音順、敬称略、 0は座長）

（毒事：有害性評価小検討会参集者、 0：ぱく露評価小検討会参集者）

2 リスク評価関係検討会の開催経緯（今回の評価物質に関係する検討会）

有害性評価小検討会

平成27年度第4固有害性評価小検討会平成27年12月24日（木）

ぱく露評価小検討会

平成27年度第4困ぱく露評価小検討会平成28年1月22日（金）

化学物質のリスク評価検討会

平成27年度第2固化学物質のリスク評価検討会平成28年2月19日（金）
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リスク評価対象物質問物質）に関する情報

有害性情報

（発がん性評価、その他の有害性、

許容濃度等）

く発がん性評価等〉 一

～IA前·r~＇＇.；ド（ヒ下k対する売がお住について分類でき
な，~）｝／三ι三台一 ：＂； 5，~ 

；？：車種事性：一割既でき郎、i三 ,,., ; 

'': 'r＇＂持融市聞できなり；（〆 X: Jぷ

（ただ仏実験動物への急性毒性の健鹿影響の中でよ
振戦等、神経毒性の可能性もある症状がみられた。）｜ル酸メチル（アクリル樹

，皮膚感作性：あり ｜脂）原料等

・皮膚刺激性、眼刺激性：あり

く許容濃度等〉

・日本産業衛生学会： 2ppm (7 mg/m3）、皮膚感作性

物質2群 (2004年）

用途の伊j

（別紙1) 

物質名

(OAS No.) 
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農薬、医薬、香料、染料

等の有機合成用原料、抗

生物質抽出剤、クロマト

分離のキャリアー液等

の抽出・分離用溶剤、カ

ラーーフィルム処理用溶

剤、反応溶剤、精製溶剤、

リチウム電池用有機電

解液

合成繊維、樹脂用原料

（ナイロンー 6)

(1997年）• ACGIH TLトTWA: 2 ppm (7 mg／ぽ）、 Skin

く発がん性評価等＞

• IARC：情報なし

・生殖毒性：判断できない

．神経毒性：あり

＜許容濃度等＞

• ACGIH TLV-TWA : 20 ppm (33 mg／的、経皮吸収

(2002年）

アセトニトリル

(75-05-8) 

く発がん性評価等＞

・IARC: 4 （おそらく発がん性なし）

．生殖毒性：判断できない

－神経毒性：あり

く許容濃度等〉

• ACGIH TLV-TWA : 5 mg/m3 (2003年）

イプシロンーカプロラ

クタム

(105-60-2) 

I ARC （国際がん研究機関）の発がん性分類
3 ：ヒトに対する発がん性について分類できない
4 ：おそらく発がん性なし

ACGI H：米国産業衛生専門家会議

TLV-TWA: 1日8時間、 1週40時間の正規の労働時間中の時間加重平均濃度（連日繰り返しばく露され

ても大多数の労働者が健康に悪影響を受けないと考えられる濃度）
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